
デジタルツール登録申請書

1． 販売事業者要件の確認について
（１）販売事業者情報
	事業者名
	

	所在地
	

	代表者名
	

	担当者名
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	



（２）会員企業の確認（該当するものにチェックすること）
	□
	福井県情報システム工業会の会員企業である

	□
	ふくいデジタル推進アライアンスの会員企業である



（３）販売事業者に求める事項への対応
	□
	【補助金申請支援】デジタルツール導入事業者の補助金申請の支援、および県への補助金申請書の代理提出を行うこと

	□
	【展示会出展等】導入事業者がツールを知る機会を創出するため、県が開催する展示会に出展すること。その他、県ＨＰへの取組内容公開、県やセンターが実施するイベントでの事例発表等に協力すること

	□
	【事業への協力】県および県の補助を受けて（公財）ふくい産業支援センターが実施するＤＸ推進事業へ協力（アワードへの申請、事業成果の発表、イベント出席、取材や調査への対応等）すること



2． 登録申請するデジタルツール要件の確認について
（1） 登録申請するデジタルツールの内容および名称
※同一の販売事業者が登録申請できるデジタルツール数は、上限３ツールとする。
ただし、登録できるデジタルツール数は、区分ごとに次のとおりとします。
1 生産性向上・業務効率化に効果のあるデジタルツール：上限２ツール/社とする。
（例：受発注、生産管理、顧客管理等）
2 他社への波及効果が認められるデジタルツール　　　：上限１ツール/社とする。
　　　「他社への波及効果が認められるデジタルツール」とは、導入企業のみならず、
取引先等の他社においても業務上の対応や利用が求められるものを指す。
（例：電子契約、電子請求、サプライチェーン効率化に関するツール）





➀生産性向上・業務効率化に効果のあるデジタルツール：上限２ツール
（例：受発注、生産管理、顧客管理等）
	項番
	ツール名称
	ツール内容・効果

	➀－１　
	

	


	➁―２
	

	




➁他社への波及効果が認められるデジタルツール：上限１ツール
（例：電子契約、電子請求、サプライチェーン効率化に関するツール）
	項番
	ツール名称
	ツール内容・効果

	➁　
	

	





（2） 登録申請するデジタルツールの要件
	区分
	確認項目
	項番

	
	
	➀－１
	➀－２
	➁

	基本条件

	バックオフィスまたは現場の業務において活用できるツールである
	☐
	☐
	☐

	
	・クラウド型デジタルツールについては、導入前に、　原則として１か月以上の無料トライアルが提供されること。
・その他の形態のツールについては、機能説明やデモ等により導入前の検証機会が提供されること。
	☐
	☐
	☐

	生産性向上・
業務効率化
	単なる電子化ではなく、工数削減などプロセス改善が明確なもの
	☐
	☐
	☐

	
	データ連携（API）またはエクスポート（CSV出力）が可能なもの（二重入力を減らす工夫があるもの）
	☐
	☐
	☐

	セキュリティ対策
	通信暗号化やアクセス権限管理などセキュリティ対策を実装しているもの
	☐
	☐
	☐

	
	データの保存場所が原則、国内であること
	☐
	☐
	☐

	サポート体制
	導入時サポート（原則対面）が提供されること
	☐
	☐
	☐

	
	運用サポート（原則対面）が継続提供されること
	☐
	☐
	☐

	価格・計画
	価格体系が明確であること
	☐
	☐
	☐

	
	不当な抱き合わせ（キャッシュバック等）がないこと
	☐
	☐
	☐

	
	最低利用期間が明示されていること
	☐
	☐
	☐

	
	解約条件が明示されていること
	☐
	☐
	☐

	最終確認
	県が作成するカタログに掲載し、県ホームページで公表可能であること
	☐
	☐
	☐

	
	デジタルツールの概要が記載された資料を当登録申請書に添付済であること
	☐
	☐
	☐

	
	上記すべての要件を満たしていること
	☐
	☐
	☐



※上記要件について、特記事項・補足がある場合は記載してください。
	



3． デジタルツール概要資料の提出について
　「（別紙）デジタルツール概要資料」を添付して提出すること。
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